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（午前９時５８分 開議） 
◎開議宣告 

○議長（荒木正光君） 皆さん、おはようございます。ただいまから令和２年第１回新冠

町議会定例会３日目の会議を開きます。 
 
   ◎議事日程の報告 
○議長（荒木正光君） 議事日程を報告いたします。 
 議事日程は、お手元に配付した印刷物のとおりであります。 
 
   ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 
○議長（荒木正光君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
会議録署名議員は、会議規則第 125 条の規定により、８番、氏家良美議員、９番、秋山

三津男議員を指名いたします。 

 
   ◎日程第２ 諸般の報告 
○議長（荒木正光君） 日程第２、諸般の報告を行います。 
 諸般の報告については、定例会第２日目に設置されました令和２年度新冠町一般会計等

予算審査特別委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、委員長に武田議員、

副委員長に伹野議員、以上のとおり互選された旨報告がありました。 
以上で諸般の報告を終わります。 

 
   ◎日程第３ 一般質問 
○議長（荒木正光君） 日程第３、一般質問を行います。 
 通告の順に従い、発言願います。 
 酒井益幸議員のごみの減量化と利活用についての発言を許可いたします。 

 酒井議員。 

○３番（酒井益幸君） ３番酒井です。議長より発言の許可をいただきましたので、通告

に従いごみの減量化と利活用についてを質問いたします。 
初めに、このたびはコロナウイルス感染症対策を進めておりますので、極力短く質問を

進めてまいります。私たちの暮らしの豊かさや利便性、快適性が向上しておりますが、現

在では大量生産、大量消費、大量廃棄の産業構造で日常生活におきましても、資源やエネ

ルギーの大量消費をもたらしております。道条例におきましては、道民の消費生活に関す

る施策の策定及び実施に当たっては、消費生活が環境に及ぼす影響に配慮すること。消費

者におきましては商品の選択、使用及び廃棄及び役務の選択及び利用に当たっては、環境

に及ぼす影響に配慮するよう努めることが規定されております。当町でのごみ減量化は資

源ごみ分別収集、小型家電リサイクル収集、リサイクル活動による自治会、事業所のエコ
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推進事業での減量化が集めております。これまでの事業をかんがみますと住民、団体、事

業者、行政がごみ減量化対策を進めておりますが、さらに取り組むべきであるという点で

あります。利活用についても必要である観点で質問をいたします。ごみの搬入時の値上げ

問題でありますけれども、日高中部環境センターへの持ち込みますごみ処理手数料におき

まして、令和２年から値上げになりまして 10 キロ当たり、180 円となりまして、新年度

からは２割ほど値上げされてしまいます。今後におきましては、町民負担も増してしまう

のではないかという疑問の声が出ておりますが、行政報告ではごみ袋の価格は従来どおり

とありますが、この点について詳しくお尋ねいたします。 
次に、３Ｒについてですけれども、３Ｒとはリデュース、リユース、リサイクルの３つ

の頭文字のＲをとって３Ｒですけれども、３Ｒの必要でありますけれども、ごみの発生で

すと使い捨ては最小限にしましてマイバック、マイ箸、マイボトルを使用していただく、

計画的な買い物で食べ切れる分だけ購入していただくなどのリデュース。なるべく長く使

うことを目指すことにおきましては、洗剤などは詰め替えのものを使用していただく。フ

リーマーケットで購入して再利用していただくなどのリユース。資源ごみの分別回収や生

ごみをコンポストの中に入れてＥＭ菌入りぼかし剤の使用や家電製品のごみ処理機での堆

肥づくりなどのリサイクル。生ごみ処理機には乾燥のみで減量できるものもあります。ま

た、食品ロスにつきましてでありますけれども、生ごみにおける重量におきましては、８

割ほどが水分であると言われております。食品のまま生ごみに捨てられ、厚く皮を剥いて

しまう。食材を買いすぎやつくりすぎ、消費期限が過ぎてしまったなどの食品ロスが近年

問題とされております。食品削減と３Ｒの方法を新たな施策として、環境に配慮したごみ

減量化を当町ホームページや町政事務委託文章で広報発信して、意識向上を図ってはどう

かということであります。 
最後に、エネルギーの利活用について質問いたします。産廃棄物系の方法としては食品

廃棄物、家畜糞尿でメタンガスを発生する発電方法があります。プラスチック、紙類、草

木、布類、その他可燃ごみを炭化施設で炭化物と不適物に分けまして、炭化物だけを暖房

や給湯用エネルギーに利活用できます。未利用系の方法としましては、木質バイオマスに

ついてでありますけれども、再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものを

利活用することで、ＣＯ２を排出しても大気中のＣＯ２を増加させないという特性を有し

ております。木質バイオマスは林地残材利用で、いわゆる未利用材の間伐材と枝を原料に

木質チップ加工をいたしまして樹皮、葉などの資源を混ぜ合わせまして、発電やボイラー

で暖房や給湯に利活用できます。バイオマスエネルギーを再資源といたしまして、当町で

も利活用促進と減量化、環境保護におきましても地球温暖化防止や地球規模での異常気象、

災害防止の観点から検討する価値があると考えております。 
以上のことから、当町におきまして質問の１点目は現状をかんがみ、粗大ごみやごみ袋

料金の改定はあるか。質問の２点目、ごみ減量化に関する新たな啓発を展開、３Ｒ、食品

ロス削減の方法やアイデアを情報発信してどうか。質問の３点目、家庭における生ごみ減
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量化の促進でコンポスト、生ごみ処理機を普及、一部購入費を助成してはどうか。質問の

４点目、可燃ごみ木質チップを原料にバイオマスエネルギーを暖房、発電に利活用しては

どうか。以上、４点の所見を伺います。 
○議長（荒木正光君） 答弁許します。 
鳴海町長。 

○町長（鳴海修司君） 酒井益幸議員からご質問の「ごみの減量化と利活用について」お

答えいたします。 

１点目、現状をかんがみ、家庭における粗大ごみやごみ袋料金改定はあるかについてで

ございますが、当面料金改定をする考えはもってございませんが、今後におきまして、さ

まざまな社会情勢等の変化により改定せざるを得ない状況になった場合には、あらかじめ

議会と相談の上、とり進めたいと考えているところでございますので、ご理解賜りたいと

存じます。 

２点目、ゴミ減量化に関する新たな啓発活動３Ｒ・食品ロス削減等の方法を情報発信し

てはどうかについてでございますが、ごみ減量化の３つのキーワードとなります、ごみに

なるものは買わないリデュース、繰り返し使うリユース、再生利用するリサイクルの３Ｒ

は、新冠町のまちづくりのコンセプトでもあるレ・コードと音楽によるまちづくりの再生

を意味するＲＥとも繋がることから、食品ロス削減の啓発活動等とあわせ、これまでのと

おり広報や町政事務委託文書及びホームページ等により、分かりやすく丁寧に周知して行

きたいと考えているところでございます。 

３点目、家庭における生ごみ減量化促進でコンポスト・生ごみ処理機を普及推進、また

は一部購入費用を助成してはどうかについてでございますが、当町においても平成４年度

からコンポスター購入費用を一部助成しておりましたが、維持管理が上手くできないため

に生ごみの堆肥化ができにくい、冬期間の利用の困難さ、野生動物に荒らされる等の理由

から需要が減少し、平成 13 年度を最後に廃止しているところでございます。生ごみ処理

機についても管内で助成している町は１町で、その町も需要の件数が少なくなってきてお

り、見直しを検討する時期にあると伺っていることから、これらの状況や効果等を踏まえ、

適切に判断してまいりたいと考えているところでございます。 

４点目、可燃ごみ、木質チップを原料にバイオマスエネルギーを暖房や発電に利活用し

てはどうかについてでございますが、可燃ごみについてはすでに日高中部環境センターに

おいて、焼却熱を利用し施設内の冷暖房や給湯、さらには冬期間の施設内ロードヒーティ

ングに利活用しているところでございます。一方、木質チップにつきましては、未利用間

伐材や木材の製材過程で生じる木くず並びにリサイクル木材等をチップ化、ペレット化し

たものを原料にして暖房、発電に利活用することが考えられますが、これらの集積製造問

題や発電等の設備費、維持管理費、需要などを考慮し、経済効果も含め持続可能か否か等、

いくつもの課題があると思ってございますので、長期的な視点での調査研究が必要である

ことをご理解賜りたいと存じます。 



6 
 

○議長（荒木正光君） 再質問ございませんか。 
酒井議員。 

○３番（酒井益幸君） 再質問でありますけれども、当町の老朽化した施設エネルギーの

利活用について質問いたします。浦河町役場庁舎や平取町役場庁舎におきまして、施設ボ

イラーが老朽化問題から木質バイオマスボイラーを新規補助事業で実施計画の策定をして

おります。浦河町では着工中、平取町では次年度着工予定と伺っておりますが、当町にお

きましては老朽化施設において、補助事業での利活用を今後考えているかを質問いたしま

す。 
○議長（荒木正光君） 鳴海町長。 
○町長（鳴海修司君） 再質問にお答えいたします。浦河町さん、平取町さんとお名前が

出ました。この両町につきましては、ほかのところもそうですが、いかにその材料もある

のか。また、近くにそういう処理場を持っているのか、間伐関係が十分に供給されるのか。

そういうものも含めた中での検討結果であったというふうに思ってございます。当町にお

きましても、過去におきましてそういうことが必要か否かということも協議してまいりま

した。先ほども申し上げましたように、これが持続的に供給されるものかどうかというこ

とは非常に重要な問題でございます。つくって二、三年後にそういう問題が生じて先が見

えなくなるということは、非常に危険なことになるというふうに思ってございますので、

その辺も踏まえながら長期間をかけて検討してまいりたいとお答えしたわけでございます

ので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 
以上です。 

○議長（荒木正光君） 再々質問ございませんか。 
○３番（酒井益幸君） ありません。 
○議長（荒木正光君） 以上で、酒井議員の一般質問を終わります。 
次に、伹野裕之議員の防災教育についての発言を許可いたします。 
伹野議員。 

○５番（伹野裕之君） ５番伹野裕之です。議長より発言の許可を得ましたので通告に従

い、防災教育について質問いたします。 
約 10 年ぶりに改定された新学習指導要領では、子どもたちの生きる力を育てるために

知識及び能力、思考力・判断力・表現力、学びに向かう力・人間性の３つの柱で各教科の

部門の内容が改めて整理されています。近年、自然災害が激甚化・頻発化する中、４月に

小学校から順次実施される新学習指導要領では、これまでの災害の教訓を踏まえ防災教育

に関する内容が重視されています。その中で、社会の変化や課題に対応する力を育む教育

の１つとして防災・安全教育の充実が図られています。ここで注目すべきは、学習指導要

領では防災は教科として位置づけられていない点です。そのため、学校現場では防災教育

を社会や理科、道徳などの教科で横断的に展開する必要があります。これまで避難訓練の

ような形での防災実践や理科での災害発生メカリズムの学習は長年行われていますが、今
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はそれに加え、多様な教科と関連させて防災教育を実施する傾向になってきています。特

に、大規模な災害を経験した後の被災地においては、自治体が地域性を踏まえて作成した

防災副読本をベースに授業づくりを工夫する熱心な学校も多く見られていれます。東北で

は東日本大震災の被害や教訓を伝える遺稿や施設を訪れたり、語り部から被害体験を聞き

ながら自分には何ができるかを考えさせる防災学習が特徴的に行われています。一方、大

災害を経験していない未然地域では、実際に被災を経験した学校や大学の専門家と連携し

て防災教育を充実させようとしています。しかし、全国的に見渡せば防災教育にあまり時

間を費やさない学校が多いのが実情となっています。新学習指導要領では、横断的な事業

づくりの参考として学年や教科ごとに取り組むべき内容がわかりやすく記載され、小学校

においては全学年で防災を幅広く学ぶ視点が盛り込まれているのも特徴的となっています。

さらに、文部科学省は防災を含む安全教育の具体的な方針として、災害発生の仕組みを学

ぶなど、子どもの発達段階に応じた目標を示しています。発達段階における安全教育の目

標要約は次のとおりです。幼稚園は、災害の理解を深め安全な行動を取る。災害時には教

職員や保護者の指示に従う。小学校は、災害への理解を深め安全な行動を取る。簡単な応

急手当てができるようになる。中学校は、地域課題を踏まえ災害発生の仕組みを学ぶ。日

常の備えや助け合いの大切さを知り、安全のために主体的に行動する。高校は、過去の災

害の教訓から適切に意思決定する。地域の安全活動へ積極的に参加し、社会づくりに貢献

する。となっています。学習指導要領踏まえて、安全教育の目標を達成する授業づくりを

する上では、教員自身も災害に関する知識や命を守ることへの知見を高め、資質向上を図

ることで防災を効果的に教えられる指導力につながると思われます。一方では、地域や保

護者が学校の防災実戦と防災実戦を支えていくことも必要なのでは。このように教員、地

域、保護者が協働した中での防災教育が今日求められている防災教育と考えます。４月か

ら始まる小学校の新学習指導要領の防災教育に向けた準備、対応は十分になされているの

か。これまでの経過と準備、対応状況の説明を求めます。 
○議長（荒木正光君） 答弁を許します。 
山本教育長。 

○教育長（山本政嗣君） 伹野議員からご質問の「防災教育について」お答えします。 

議員ご指摘のように、次年度から小中学校に順次導入される新学習指導要領において、

防災・安全教育の充実が求められております。これらの学習内容は、単に自然災害の現状

やそれを防ぐ手立て、避難の重要性などを学ぶだけでなく、災害の発生要因となる気象や

地形構造などを含む自然環境に加え、事故や盗難などの現状や対策を含め多岐にわたりま

す。そのため、各学校においては学年ごとの授業での工夫が一層必要となりますし、これ

らを踏まえ次年度の採択教科書においても各教科で災害や防災、命の大切さなどに関する

取り扱いが多くなっております。もとより、各小中学校においては防災に関する教育活動

を教科ごとに取り組んできておりますが、町独自の取り組みとしては平成 30 年度から２

年間、新冠・朝日の両小学校が北海道の「１日防災学校」の指定を受け、避難や防災意識
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の高揚に関する取り組みを展開しておりますし、中学校では町政懇談会において、平成 27
年１月以降の低気圧や台風による高浪により被害を受けた厚賀・節婦間の海岸線の状況に

ついて、映像を通じて役場担当者から説明を受け、町長と意見交換するなど、積極的に防

災教育の取り組みを実践してきております。また、朝日小学校においては、道徳科の授業

としてむかわ町の住職をゲストティーチャーに招き、胆振東部地震における震災経験やお

寺を避難所として開放した経験から「命の尊さ」について講話を受けるなど、地域の人材

を活用した取り組みも行ってきております。このような取り組みに加え、今後は議員ご指

摘のとおり、新学習指導要領にございます教科横断的な学習の観点を重視し、各教科に加

え特別活動や総合的な学習、さらには学校行事とも関連づけた教育活動の展開が必要とな

りますが、このことは防災教育ばかりでなくキャリア教育、食育、主権者教育、ふるさと

教育、プログラミング教育などにおいても同様の課題があります。従って、これらの教育

内容は教科全体の相互関係の中で、横断的に実践していくための研究・研修を重ねること

が必要であり、その視点に立った授業改善や教職員の意識改善を図っていくことが重要と

考えております。次年度に向けては、教科横断的な教育課程の展開を意識した評価検証を

繰り返し機能させることで、授業の質と教職員の資質向上を図るとともに、積極的に地域

の人材を活用するなどして、教育活動全体の充実を図ってまいりたいと存じますので、ご

理解いただきたいと存じます。 

○議長（荒木正光君） 伹野議員再質問ございますか。 
伹野議員。 

○５番（伹野裕之君） ３点について再質問いたします。まず１点目、教員の防災教育に

関しての資質向上にかける教員自身の自己賢才は、どのような指導をしているのか。２点

目、防災副読本を導入している学校がありますけども、当町においては導入しているのか。

していないのであれば、独自に改正して導入する意向はあるのか。３点目、昨年度からコ

ミュニティースクールを導入しておりますけども、その中で防災教育に関連する話し合い

はもたれたのか。 
以上３点お願いいたします。 

○議長（荒木正光君） 山本教育長。 
○教育長（山本政嗣君） 再質問にお答えを申し上げます。まず１点目の教員の賢才につ

いてでございますが、新学習指導要領に示されております内容が多岐にわたっております。

その中で、防災関連をして集中的にというよりは、教科の中で授業をどう充実改善図って

いくのかということが主になっておりますので、移行期間のこの２年間につきましてはそ

れらの準備、あるいは新たに教科となる道徳でありますとか、外国語の授業の実践をいか

に樹立させるべきかということに注力をしてきたわけであります。従いまして、導入後徐々

に徐々に先ほども申し上げましたけれども研修、検討を重ねながら、これらのスキルを高

めていかなければいけないということで、その点についてはしっかり意を用いてまいりた

いと考えております。副読本でありますけれども、防災に特化した副読本は現在新冠町で
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もってございません。昨年度、新冠町の社会科の副読本を改定いたしましたけれども、そ

の中で災害に関する取り扱いももっておりますので、そういったものを活用しながら防災

教育に役立てていくというようなこと。それから、ＣＳコミュニティースクールの導入は

昨年度からであります。現在、学校が地域にどういうような協力を求めていくのか、ある

いは地域はどういうようなことを学校に提供することがいいのかというようなことを町民

皆さん、あるいは保護者の皆さんと学校との中で議論を始めたばかりでございますので、

先ほど申し上げましたように、そう言いましてもゲストティーチャーとして、あるいは役

場の知識を活用した事業展開というものはもう進めておりますので、引き続き地域を活用

させていただきながら、教育活動を展開していくという考え方には変わりません。先ほど

申し上げましたように、これは防災に限らず教科を持たないプログラミング、あるいはキ

ャリア教育、主権者教育、これらについても同様の考え方の中で進めてまいりたいという

ふうに考えてるところでございます。 
○議長（荒木正光君） 再々質問ございませんか。 
○５番（伹野裕之君） ありません。 
○議長（荒木正光君） 以上で伹野議員の一般質問を終わります。 
これで一般質問を終わります。 

 

   ◎日程第４ 発委第１号 
○議長（荒木正光君） 日程第４、発委第１号 厚生労働省による「地域医療構想」推進

のための公立・公的病院の「再編・統合」に抗議し、地域医療の拡充を求める意見書の提

出についてを議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。 
提出者 社会文教常任委員会委員長 竹中進一議員。 

○６番（竹中進一君） 発委第１号 厚労省による「地域医療構想」推進のための公立・

公的病院の「再編・統合」に抗議し、地域医療の拡充を求める意見書の提出について、提

案理由並びに意見書の概要について説明させていただきます。 
厚生労働省は、昨年９月 26 日「再編統合について特に議論が必要」な公的病院として

全国 424 の病院をリストアップし、2020 年までに統廃合・再編・ベッド縮小などの計画

を具体化することを求めた。これは地域の実情を顧みないものであり、地方自治の侵害で

ある。今回公表された公的病院は地域に必要な医療機関であり、必要な病床である。道内

５４病院を含む議論が必要とされる病院リスト及び再検証の要請の白紙撤回と地域医療の

拡充を求めると同時に医師・看護師の確保と医療を受ける権利の保障施策の推進について

要望する。以上、地方自治法第 99 条の規定により提出する。意見書提出先は、記載のと

おりです。 
 以上が、発委第１号 厚労省による「地域医療構想」推進のための公立・公的病院の「再

編・統合」に抗議し、地域医療の拡充を求める意見書の提出についてです。ご審議のうえ、
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採択くださるようよろしくお願い申し上げます。 
○議長（荒木正光君） 提案理由の説明が終わりました。 
これより発委第１号に対する質疑を行います。 
発言を許可いたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（荒木正光君） ないようですので、質疑を終結いたします。 
これより本案に対する討論を行います。 
反対討論の発言を許可いたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（荒木正光君） ないようですので、討論を終結いたします。 
これより発委第１号について採決を行います。 
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

（賛成者挙手） 
○議長（荒木正光君） 挙手多数であります。 
よって、発委第１号は原案のとおり可決されました。本案については関係機関に提出す

ることといたします。 
 
   ◎日程第５ 発委第２号 
○議長（荒木正光君） 日程第５、発委第２号 看護師の全国を適用地域とした特定最賃

の新設を求める意見書の提出についてを議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。 
提出者 社会文教常任委員会委員長 竹中進一議員。 

○６番（竹中進一君） 発委第２号 看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求

める意見書の提出について提案理由並びに意見書の概要について説明させていただきます。 

医療・看護の現場では厳しい労働環境と低賃金から慢性的な人員不足が生じている。こ

のことは患者・利用者の安全や看護の質にも影響を及ぼしかねない事態となっている。賃

金水準が引き上がらない原因の１つには、地域間格差が大きすぎることにあり、このため

看護師の地域偏在や離職者増を引き起こしている。このような観点から安全・安心の医療・

看護体制を確保するために全国を適用対象とした看護師の最低賃金を新設することを要望

する。以上、地方自治法第 99 条の規定により提出する。意見書提出先は、記載のとおり

です。 

 以上が、発委第２号 看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書の

提出についてです。ご審議のうえ、採択くださるようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（荒木正光君） 提案理由の説明が終わりました。 
これより発委第２号に対する質疑を行います。 
発言を許可いたします。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（荒木正光君） ないようですので、質疑を終結いたします。 
これより本案に対する討論を行います。 
反対討論の発言を許可いたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（荒木正光君） ないようですので、討論を終結いたします。 
これより発委第２号について採決を行います。 
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

（賛成者挙手） 
○議長（荒木正光君） 挙手多数であります。 

よって、発委第２号は原案のとおり可決されました。本案については関係機関に提出す

ることといたします。 
 
   ◎日程第６ 発委第３号 
○議長（荒木正光君） 日程第６、発委第３号 介護従事者の全国を適用地域とした特定

最賃の新設を求める意見書の提出についてを議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。 
提出者 社会文教常任委員会委員長 竹中進一議員。 

○６番（竹中進一君） 発委第３号 介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設

を求める意見書の提出について提案理由並びに意見書の概要について説明させていただき

ます。 

高齢化が進む中で、介護従事者の人材・離職防止対策は喫緊の課題となっている。調査

では働き続けられる介護職場にするために必要なこととして 62％が「賃上げ」と回答して

いる。そのため安全・安心の介護体制を確立するため全国を適用対象とした介護従事者の

最低賃金を新設することを要望する。以上、地方自治法第 99 条の規定により提出する。

意見書提出先は、記載のとおりです。 

 以上が、発委第３号 介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見

書の提出についてです。ご審議のうえ、採択くださるようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（荒木正光君） 提案理由の説明が終わりました。 
これより発委第３号に対する質疑を行います。 
発言を許可いたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（荒木正光君） ないようですので、質疑を終結いたします。 
これより本案に対する討論を行います。 
反対討論の発言を許可いたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（荒木正光君） ないようですので、討論を終結いたします。 
これより発委第３号について採決を行います。 
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

（賛成者挙手） 
○議長（荒木正光君） 挙手多数であります。 
よって、発委第３号は原案のとおり可決されました。本案については関係機関に提出す

ることといたします。 
 
   ◎日程第７ 発委第４号 
○議長（荒木正光君） 日程第４、発委第４号 「民族共生の未来を切り開く」決議につ

いてを議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。 
提出者 議会運営委員会委員長 長浜謙太郎議員。 

○２番（長浜謙太郎） 発委第４号 「民族共生の未来を切り開く」決議について、提案

理由並びに決議の概要について説明させていただきます。本決議につきましては、令和２

年２月 17 日付けで、北海道町村議会議長会から議長に対し協力要請があったため議会運

営基準運用方針５により決議書を提出するものです。 
決議について概要を説明します。「民族共生の未来を切り開く」決議 アイヌ文化の復

興・発展の拠点としてウポポイが北海道白老町ポロト湖畔に４月 24 日誕生することを機

にアイヌ文化振興の取り組みや地域の多様な魅力を発信することでアイヌ文化に対する国

民理解が促進されることが期待されている。ウポポイ開設を機会にアイヌの人々の誇りが

尊重される社会が実現されると同時に北海道が魅力ある大地であり続けるため「民族共生

の未来を切り開く」決意をここに表明する。 
 以上が、発委第４号 「民族共生の未来を切り開く」決議の提出についてです。ご審議

のうえ、採択くださるようよろしくお願い申し上げます。 
○議長（荒木正光君） 提案理由の説明が終わりました。 
これより発委第４号に対する質疑を行います。 
発言を許可いたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（荒木正光君） ないようですので、質疑を終結いたします。 
これより本案に対する討論を行います。 
反対討論の発言を許可いたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（荒木正光君） ないようですので、討論を終結いたします。 
これより発委第４号について採決を行います。 
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
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（賛成者挙手） 
○議長（荒木正光君） 挙手多数であります。 
よって、発委第４号は原案のとおり可決されました。本案については関係機関に提出す

ることといたします。 
 
   ◎閉議宣告 
○議長（荒木正光君） 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 
本日はこれをもって散会いたします。 
ご苦労さまでございました。 

（午前１０時４２分 散会） 
 
 


